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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の商品選択ボタンに対応して設けられ、該商品選択ボタンに対応する商品の価格を
表示する価格表示部を備え、カードあるいは現金にて商品を購入可能な自動販売機におい
て、利用可能な複数種類のカードによる商品販売価格と現金による商品販売価格を記憶す
る記憶手段と、複数種類の中から利用するカードを選択する選択手段と、販売待機状態に
おいて、前記価格表示部に現金による商品販売価格を表示させる第１の表示制御手段と、
前記販売待機状態において、前記選択手段の中から商品販売価格を表示させたいカードの
種類を選択すると、前記価格表示部に選択されたカードによる商品販売価格を表示させる
第２の表示制御手段と、を備えたことを特徴とする自動販売機の表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の自動販売機の表示装置において、自動販売機前面にカード利用時の情
報を表示するカード表示部を備え、前記販売待機状態において、前記選択手段の中から商
品販売価格を表示させたいカードの種類を選択すると、前記カード表示部に選択されたカ
ードのブランド名を表示させる第３の表示制御手段と、を備えたことを特徴とする自動販
売機の表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の自動販売機の表示装置において、自動販売機前面に金額表示器を備え
、前記販売待機状態において、前記選択手段の中から商品販売価格を表示させたいカード
の種類を選択すると、前記金額表示器に選択されたカードのブランド名を表示させる第４
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の表示制御手段と、を備えたことを特徴とする自動販売機の表示装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の自動販売機の表示装置において、前記販売待機状態において、前記選
択手段の中から商品販売価格を表示させたいカードの種類を選択すると、前記価格表示部
に選択されたカードによる商品販売価格とブランド名とを交互に表示させる第５の表示制
御手段と、を備えたことを特徴とする自動販売機の表示装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の自動販売機の表示装置において、前記販売待機状態において、前記選
択手段の中から商品販売価格を表示させたいカードの種類を選択し、前記商品選択ボタン
を押すと、前記金額表示器に選択されたブランド名と選択された商品販売価格とを交互に
表示させる第６の表示制御手段と、を備えたことを特徴とする自動販売機の表示装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかの項に記載の自動販売機の表示装置において、カードによ
る商品販売価格と現金による商品販売価格とが異なる場合には、現金価格からの割引額を
表示することを特徴とする自動販売機の表示装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかの項に記載の自動販売機の表示装置において、現金を投入
すると、前記価格表示部に表示されている現金の商品販売価格を点滅させ、現金投入前に
前記商品選択ボタンを操作すると、前記価格表示部にカードによる表示されているカード
による商品販売価格を点滅させることを特徴とする自動販売機の表示装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかの項に記載の自動販売機の表示装置において、商品が売切
の場合、前記価格表示部を非表示とすることを特徴とする自動販売機の表示装置。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれかの項に記載の自動販売機の表示装置において、前記価格表
示部には、設定データを表示させることを特徴とする自動販売機の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品選択ボタンに対応して商品販売価格を表示する価格表示部を備えてなる
自動販売機の表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動販売機においては、販売する商品に応じて、販売価格が異なっているため、
商品選択ボタンに対応してそれぞれの商品の価格を表示できるように、価格表示カードを
用いた構成が知られている（特許文献１）。
　しかしながら、前記自動販売機においては、価格が変更になった場合に価格表示カード
を新しい価格表示カードに取り替える必要があり、作業が面倒であるため、近年では、価
格表示カードに代えてデジタル式の価格表示器が用いられるようになってきた（特許文献
２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平３－７０６８４号公報
【特許文献２】特開２００３－３１７１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記従来の方式では、現金による販売価格を表示しているのみであるため、
折角の商品選択ボタンに対応して設けられている価格表示器が有効利用されていない。
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　また、最近の自動販売機では、現金の他に、電子マネーによる販売も可能となっており
、その際に、価格を商品並びに購入手段に応じて変更したい場合があり、その際の価格表
示器への表示のさせ方についても何ら手段が講じられていなかった。
【０００５】
　そこで、本発明は、商品選択ボタンに対応して設けられている価格表示器を有効利用し
て利用者あるいは管理者にとって有益な自動販売機の表示装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述の課題を解決するために、本発明の自動販売機の表示装置によれば、以下の手段に
より達成されるものである。
（１）本発明における自動販売機の表示装置は、複数の商品選択ボタンに対応して設けら
れ、該商品選択ボタンに対応する商品の価格を表示する価格表示部を備え、カードあるい
は現金にて商品を購入可能な自動販売機において、利用可能な複数種類のカードによる商
品販売価格と現金による商品販売価格を記憶する記憶手段と、複数種類の中から利用する
カードを選択する選択手段と販売待機状態において、前記価格表示部に現金による商品販
売価格を表示させる第１の表示制御手段と、前記販売待機状態において、前記選択手段の
中から商品販売価格を表示させたいカードの種類を選択すると、前記価格表示部に選択さ
れたカードによる商品販売価格を表示させる第２の表示制御手段と、を備えたことを特徴
とする。
（２）前記（１）記載の自動販売機の表示装置において、カード表示部を備え、前記販売
待機状態において、前記選択手段の中から商品販売価格を表示させたいカードの種類を選
択すると、前記カード表示部に選択されたカードのブランド名を表示させる第３の表示制
御手段と、を備えたことを特徴とする。
（３）前記（１）記載の自動販売機の表示装置において、自動販売機前面に金額表示器を
備え、前記販売待機状態において、前記選択手段の中から商品販売価格を表示させたいカ
ードの種類を選択すると、前記金額表示器に選択されたカードのブランド名を表示させる
第４の表示制御手段と、を備えたことを特徴とする。
（４）前記（１）記載の自動販売機の表示装置において、前記販売待機状態において、前
記選択手段の中から商品販売価格を表示させたいカードの種類を選択すると、前記価格表
示部に選択されたカードによる商品販売価格とブランド名とを交互に表示させる第５の表
示制御手段と、を備えたことを特徴とする。
（５）前記（３）記載の自動販売機の表示装置において、前記販売待機状態において、前
記選択手段の中から商品販売価格を表示させたいカードの種類を選択し、前記商品選択ボ
タンを押すと、前記金額表示器に選択されたブランド名と選択された商品販売価格とを交
互に表示させる第６の表示制御手段と、を備えたことを特徴とする。
（６）前記（１）ないし（５）のいずれかに記載の自動販売機の表示装置において、カー
ドによる商品販売価格と現金による商品販売価格とが異なる場合には、現金価格からの割
引額を表示することを特徴とする自動販売機の表示装置。
（７）前記（１）ないし（６）のいずれかに記載の自動販売機の表示装置において、請求
項１ないし６のいずれかの項に記載の自動販売機の表示装置において、現金を投入すると
、前記価格表示部に表示されている現金の商品販売価格を点滅させ、現金投入前に前記商
品選択ボタンを操作すると、前記価格表示部にカードによる表示されているカードによる
商品販売価格を点滅させることを特徴とする。
（８）前記（１）ないし（７）のいずれかに記載の自動販売機の表示装置において、商品
が売切の場合、前記価格表示部を非表示とすることを特徴とする。
（９）前記（１）ないし（８）のいずれかに記載の自動販売機の表示装置において、前記
価格表示部には、設定データを表示させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明は、複数の商品選択ボタンに対応して設けられ、該商品選択ボタンに対応する商
品の価格を表示する価格表示部を備え、この価格表示部にカード使用時における販売価格
、利用者が使用する購入手段における販売価格を容易に確認することが可能となるという
効果が得られる。
　また、現在の表示する価格を点滅させることで、昼間などの太陽光などにより見難い時
間帯においても、容易に価格が確認可能となるという効果が得られる。
【０００８】
　また、扱うカードの電子マネーブランドが複数種類の場合には、ブランド名を合わせて
表示することで、どのブランドの電子マネーを使用すると商品が安いのかが利用者に容易
に確認することが可能となるという効果が得られる。
　また、管理者にとっては、商品に対応した設定データを表示部に表示させることで、商
品と設定データとの関係を容易に確認することが可能となるという効果が得られる。
【０００９】
　また、商品が売切れの場合には、価格表示部を表示させないことで、省エネ効果も期待
できる。
　さらに、スクロール表示中、使用不可ブランドは表示しないことで、省エネ効果も期待
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施の形態である自動販売機の制御装置を示す構成ブロック図である
。
【図２】本発明の対象となる自動販売機の概略正面図である。
【図３】本発明の一実施の形態を示す表示形態を示すフローチャートである。
【図４】本発明の他表示形態を示すフローチャートである。
【図５】本発明の他表示形態を示すフローチャートである。
【図６】本発明の他表示形態を示す表示例を示す図である。
【図７】本発明の他表示形態を示すフローチャートである。
【図８】本発明の他実施の形態である自動販売機の制御装置を示す構成ブロック図である
。
【図９】本発明の他実施の形態であるの対象となる自動販売機の概略正面図である。
【図１０】本発明の他表示形態を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の他表示形態を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の他表示形態を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の他表示形態を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施の形態を示す以下に図面に基づいて説明する。
　図２は、本発明の実施の対象となる自動販売機の概略正面図の一例を示すものであり、
自動販売機２０は、その本体キャビネット前面に外扉２１を備えており、本体キャビネッ
ト内には複数（ｎ個）のコラムを備えている。このコラムは、複数種類の商品を個別に収
納する一方、商品選択ボタン２８が押され、販売指令が与えられた場合に押された商品選
択ボタン２８に対応する商品の搬出を行うものである。
【００１２】
　その前面側に外部から視認可能な商品見本２２ａを内部に配列した商品見本展示室２２
、硬貨投入口２３、硬貨返却口２４、返却レバー２５、商品取出口２６、入金額などを表
示する金額表示器２７、販売可能ランプ，売切ランプを内蔵する商品選択ボタン２８、販
売価格などの商品に関する情報を表示するＬＥＤあるいは液晶表示などからなる価格表示
器２８ａ、カードかざすためのアンテナ部２９ａが設けられている。
【００１３】
　前記商品見本２２ａは、それぞれコラムに収納した商品を現し、商品選択ボタン２８に
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対応して設けられ、販売価格などの商品に関する情報を表示する価格表示器２８ａは、商
品選択ボタン２８の上方で商品見本２２ａの下方に位置するように設けられおり、販売待
機状態においては、価格表示器２８ａは対応する商品の販売価格を表示するものである。
　次に、図１は、本発明の一実施の形態を示す構成ブロック図である。
【００１４】
　１は自動販売機全体を制御する主制御部であり、主制御部１には、制御プログラムを格
納するメモリ１ａ、商品の販売価格、コラムと商品選択ボタンとの対応関係、その他、設
定データ、売上データなど種々のデータを記憶するメモリ１ｂを備えている。
　この主制御部１には、各種設定・確認を行うためのリモコン１１、商品搬出を行う商品
搬出装置１２、庫内の商品を冷却あるいは加熱する冷熱装置１３、貨幣処理装置１４、金
額表示器２７、販売可能ランプ，売切ランプを内蔵する商品選択ボタン２８、該商品選択
ボタン２８毎に設けられ、販売価格などの商品に関する情報を表示する価格表示器２８ａ
、アンテナ部２９ａにかざされたカードの内容を読み書きするためのリーダライタ部２９
が接続されている。
【００１５】
　なお、ここで、カードの決済は、電子マネーとする。
　この構成において、商品の販売価格の設定について説明すると、リモコン１１を用いて
、現金による商品販売価格の設定モードとし、リモコン１１にて商品販売価格を入力し、
価格表示器２８ａに入力した価格を表示させ、図示しない設定キーを押すことで、現金に
よる商品販売価格をメモリ１ｂに記憶させ、全ての商品に対して、同様の操作を繰り返し
行う。次に、カードによる商品販売価格の設定モードとし、リモコン１１にて商品販売価
格を入力し、価格表示器２８ａに入力した価格を表示させ、図示しない設定キーを押すこ
とで、カードによる商品販売価格をメモリ１ｂに記憶させ、全ての商品に対して、同様の
操作を繰り返し行う。
【００１６】
　なお、価格表示器２８ａには、初期値として現金による商品の販売価格を表示する。
　ここで、現金あるいはカードの販売価格表示の方式について、表示方式を順次説明する
。
　まず、商品選択ボタン２８にて表示を切り替える場合について、図３のフローチャート
を用いて説明する。
【００１７】
　販売待機状態において、価格表示器２８ａには、現金による商品販売価格を表示してい
る（ステップＳ０１）。
　次に、現金の入金があるかを判断しており（ステップＳ０２）、ここで、硬貨投入口２
３に硬貨の入金があれば（ステップＳ０２，Ｙｅｓ）、その入金額を金額表示器２７に表
示させ、販売価格以上の入金であれば、販売可能な商品選択ボタン２８の販売可能ランプ
を点灯させる（ステップＳ０３）。
【００１８】
　次に、所望の商品選択ボタン２８が押されると（ステップＳ０４，Ｙｅｓ）、押された
商品選択ボタン２８の販売可能ランプのみを点灯し（ステップＳ０５）、商品搬出装置１
２を動作させてコラムから商品を商品取出口２６に搬出して（ステップＳ０６）、販売可
能ランプを消灯し（ステップＳ０７）、次に、釣銭があれば（ステップＳ０８，Ｙｅｓ）
、釣銭を返却して（ステップＳ０９）、一連の販売処理を終了する。
【００１９】
　一方、ステップＳ０２にて、入金が行われずに（ステップＳ０２，Ｎｏ）、商品選択ボ
タン２８が押された場合には（ステップＳ１０，Ｙｅｓ）、押された商品選択ボタン２８
の販売可能ランプのみを点灯し（ステップＳ１１）、価格表示器２８ａには、カードによ
る商品販売価格を表示する（ステップＳ１２）。
　次に、カードがアンテナ部２９ａにかざされたかを判断し（ステップＳ１３）、所定時
間、カードがアンテナ部２９ａにかざされなければ、タイムアップとし（ステップＳ１４
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，Ｙｅｓ）、価格表示器２８ａの表示を現金による商品販売価格に戻し（ステップＳ１８
）、処理を終了する。
【００２０】
　一方、ステップＳ１３にて、カードがアンテナ部２９ａにかざされると（ステップＳ１
３，Ｙｅｓ）、カード内の残高を読み取り、残高が先に押された商品選択ボタン２８の商
品の販売価格と決済可能であれば決済を行い（ステップＳ１５）、商品搬出装置１２を動
作させてコラムから商品を商品取出口２６に搬出して（ステップＳ１６）、販売可能ラン
プを消灯し（ステップＳ１７）、次に、価格表示器２８ａの表示を現金による商品販売価
格に戻し（ステップＳ１８）、一連の販売処理を終了する。
【００２１】
　なお、価格表示器２８ａの販売価格表示に関し、商品選択ボタン２８が押された商品の
みの価格だけを表示するようにしてもよい。
　次に、自動販売機において、商品の販売価格が利用者に容易に理解できるようにするた
めの方式について説明する。
　まず、リモコン１１を操作して、処理中の価格表示器２８ａの表示状態を設定する。例
えば、「０」の場合は消灯、「１」の場合は点灯、「２」の場合は販売中点滅であり、前
記のいずれかを選択後に図示しない設定キーを押すことでメモリ１ｂに記憶される。商品
選択ボタン毎ではなく、共通設定となる。
【００２２】
　次に、前記の設定において、「２」の販売中点滅が選択された場合について、図４のフ
ローチャートを用いて説明する。
　販売待機状態において、価格表示器２８ａには、現金による商品販売価格を表示してい
る（ステップＳ２１）。
　次に、現金の入金があるかを判断しており（ステップＳ２２）、ここで、硬貨投入口２
３に硬貨の入金があれば（ステップＳ２２，Ｙｅｓ）、価格表示器２８ａの表示を点滅状
態に切り替える（ステップＳ２３）。次に、入金額を金額表示器２７に表示させ、販売価
格以上の入金であれば、販売可能な商品選択ボタン２８の販売可能ランプを点灯させる（
ステップＳ２４）。
【００２３】
　次に、所望の商品選択ボタン２８が押されると（ステップＳ２５，Ｙｅｓ）、押された
商品選択ボタン２８の販売可能ランプのみを点灯し（ステップＳ２６）、商品搬出装置１
２を動作させてコラムから商品を商品取出口２６に搬出して（ステップＳ２７）、販売可
能ランプを消灯し（ステップＳ２８）、次に、釣銭があれば（ステップＳ２９，Ｙｅｓ）
、釣銭を返却し（ステップＳ３０）、価格表示器２８ａの表示を通常の点灯状態に戻して
（ステップＳ３９）、一連の販売処理を終了する。
【００２４】
　一方、ステップＳ２２にて、入金が行われずに（ステップＳ２２，Ｎｏ）、商品選択ボ
タン２８が押された場合には（ステップＳ３１，Ｙｅｓ）、押された商品選択ボタン２８
の販売可能ランプのみを点灯し（ステップＳ３２）、価格表示器２８ａには、カードによ
る商品販売価格を点滅表示させる（ステップＳ３３）。
　次に、カードがアンテナ部２９ａにかざされたかを判断し（ステップＳ３４）、所定時
間、カードがかざされなければ、タイムアップとし（ステップＳ３５，Ｙｅｓ）、価格表
示器２８ａの表示を現金による商品販売価格の点灯表示に戻し（ステップＳ３９）、処理
を終了する。
【００２５】
　一方、ステップＳ３４にて、カードがアンテナ部２９ａにかざされると（ステップＳ３
４，Ｙｅｓ）、カード内の残高を読み取り、先に押された商品選択ボタン２８の商品の販
売価格と決済可能であれば決済を行い（ステップＳ３６）、商品搬出装置１２を動作させ
てコラムから商品を商品取出口２６に搬出して（ステップＳ３７）、販売可能ランプを消
灯し（ステップＳ３８）、次に、価格表示器２８ａの表示を現金による商品販売価格の点
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灯表示に戻し（ステップＳ３９）、一連の販売処理を終了する。
【００２６】
　なお、商品選択ボタン２８に対応する商品が売切の場合には、価格表示器２８ａの表示
を消灯状態としてもよく、全ての商品が売切となった場合のみ価格表示器２８ａの表示を
消灯状態としてもよい。
　また、価格表示器２８ａの販売価格表示に関し、商品選択ボタン２８が押された商品の
みの価格だけを点滅表示するようにしてもよい。
【００２７】
　次に、カード使用時に電子マネーブランドを表示するようにした自動販売機の表示方式
を図５のフローチャートを用いて説明する。
　販売待機状態において、価格表示器２８ａには、現金による商品販売価格を表示してい
る（ステップＳ４１）。
　次に、現金の入金があるかを判断しており（ステップＳ４２）、ここで、硬貨投入口２
３に硬貨の入金があれば（ステップＳ４２，Ｙｅｓ）、その入金額を金額表示器２７に表
示させ、販売価格以上の入金であれば、商品選択ボタン２８の販売可能ランプを点灯させ
る（ステップＳ４３）。
【００２８】
　次に、所望の商品選択ボタン２８が押されると（ステップＳ４４，Ｙｅｓ）、押された
商品選択ボタン２８の販売可能ランプのみを点灯し（ステップＳ４５）、商品搬出装置１
２を動作させてコラムから商品を商品取出口２６に搬出し（ステップＳ４６）、販売可能
ランプを消灯し（ステップＳ４７）、次に、釣銭があれば（ステップＳ４８，Ｙｅｓ）、
釣銭を返却して（ステップＳ４９）、一連の販売処理を終了する。
【００２９】
　一方、ステップＳ４２にて、入金が行われずに（ステップＳ４２，Ｎｏ）、商品選択ボ
タンが押された場合には（ステップＳ５０，Ｙｅｓ）、押された商品選択ボタン２８の販
売可能ランプを点灯し（ステップＳ５１）、価格表示器２８ａには、カードによる商品販
売価格を表示する（ステップＳ５２）。
　次に、カードがアンテナ部にかざされたかを判断し（ステップＳ５３）、所定時間、カ
ードがかざされなければ、タイムアップとし（ステップＳ５４，Ｙｅｓ）、価格表示器２
８ａの表示を現金による商品の販売価格表示に戻し（ステップＳ５８）、処理を終了する
。
【００３０】
　一方、ステップＳ５３にて、カードがアンテナ部２９ａにかざされると（ステップＳ５
３，Ｙｅｓ）、カード内の残高を読み取り、この残高により先に押された商品選択ボタン
２８の商品の販売価格と決済可能であれば決済を行い（ステップＳ５５）、金額表示器２
７には、このとき決済を行う電子マネーブランドを表示する（ステップＳ５６）。
　次に、商品搬出装置１２を動作させてコラムから商品を商品取出口２６に搬出し（ステ
ップＳ５７）、販売可能ランプを消灯し（ステップＳ５８）、金額表示器２７の電子マネ
ーブランドの表示を消灯する（ステップＳ５９）。
【００３１】
　次に、価格表示器２８ａの表示を現金による商品の販売価格表示に戻し（ステップＳ６
０）、一連の販売処理を終了する。
　なお、前記図５のフローチャートにおいては、販売待機中から現金が硬貨投入口２３に
投入されるまでの間は、金額表示器２７に現金による価格表示を明確にするように、「Ｃ
ＡＳＨ」と表示させるようにしてもよい。
【００３２】
　次に、複数の電子マネーブランドを搭載している場合の表示方式について説明する。
　例えば、電子マネーのブランド１～３が使用可能とすると、表示例を示す図６のように
、販売待機中において、価格表示器２８ａに現金価格「１２０」を表示させ、金額表示器
２７に「ＣＡＳＨ」と表示させ、所定時間、例えば、１０秒毎に、電子マネーのブランド
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１～３の名称を金額表示器２７に表示させ、価格表示器２８ａには、その電子マネーのブ
ランド１，２は「１１０」、ブランド３は「１００」と販売価格を切り替えて表示させる
。
【００３３】
　このように、販売待機中に順次スクロール表示させ、入金、商品選択ボタン操作あるい
はカードがかざされたら、図７のフローチャートのように表示させる。
　すなわち、スクロール表示中に（ステップＳ６１）、入金があると（ステップＳ６２，
Ｙｅｓ）、価格表示器２８ａには現金による商品販売価格を表示させ（ステップＳ６３）
、金額表示器２７には入金額が表示される（ステップＳ６４）。
【００３４】
　次に、入金が行われていない状態で（ステップＳ６２，Ｎｏ）、商品選択ボタン２８が
押されると（ステップＳ６５，Ｙｅｓ）、価格表示器２８ａはその時点で表示されている
価格となり（ステップＳ６６）、金額表示器２７には、その表示価格に対応した「ＣＡＳ
Ｈ」あるいはブランド１－３の表示となる（ステップＳ６７）。
　次に、最初に、ブランド選択あるいは単一のブランド搭載のカードをアンテナ部２９に
かざすと（ステップＳ６８，Ｙｅｓ）、価格表示器２８ａはそのブランドに対応した価格
の表示となり（ステップＳ６９）、金額表示器２７には、その表示価格に対応したブラン
ド１－３の表示となる（ステップＳ７０）。
【００３５】
　その他、販売処理について、他の実施形態と同様であるため、省略する。
　なお、本実施形態については、スクロール表示させたが、前記実施形態のように販売待
機中は現金による商品販売価格を表示させておき、表示の切り替えとして、商品選択ボタ
ン２８により、カードによる商品販売価格のみをスクロール表示させてもよく、また、販
売待機中は現金による商品販売価格を表示させておき、ブランド選択あるいはカードかざ
しによりそのブランドのカードによる商品販売価格を表示させるようにしてもよい。
【００３６】
　この変形例について、具体的に図を用いて説明する。
　図８は、本発明の他実施の形態を示す構成ブロック図であり、複数の電子マネーブラン
ドを選択するブランド選択部２９ｂ、カード利用時の情報を表示するカード表示部２９ｃ
を備えてなるものであり、それぞれリーダライタ部２９に接続されており、その他の構成
は、図１の構成ブロック図と同一であるため、説明を省略する。
【００３７】
　このブランド選択部２９ｂ、カード表示部２９ｃは、図９の自動販売機の概略正面図か
ら明らかなように、自動販売機前面で、かつアンテナ部２９ａの近傍に設けられ、このア
ンテナ部２９ａ、ブランド選択部２９ｂ、カード表示部２９ｃが一つのユニットにて構成
されており、その他の構成は、図２の自動販売機の概略正面図と同一であるため、説明を
省略する。
【００３８】
　まず、前提条件として、メモリ１ｂには、現金による商品販売価格「１２０」、
ブランド１による商品販売価格「１１０」、ブランド２による商品販売価格「１１０」、
ブランド３による商品販売価格「１００」を電子マネーブランド名とともに記憶している
ものとする。
　この構成において、価格表示処理については、図１０のフローチャートに示すように、
販売待機状態において、各価格表示器２８ａには、現金による商品販売価格「１２０」を
表示している（ステップＳ８１）。
【００３９】
　この状態において、ブランド選択部２９ｂにて、ブランド２の電子マネーを選択すると
（ステップＳ８２，Ｙｅｓ）、選択されたブランド情報を主制御部１に送信し、主制御部
１では、選択されたブランド２に対応する商品販売価格を読み出し、価格表示器２８ａに
ブランド２の商品販売価格「１１０」を表示し（ステップＳ８３）、一方、カード表示部
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２９ｃには、選択された電子マネーブランドである「ブランド２」を表示する（ステップ
Ｓ８４）。
【００４０】
　なお、カード表示部２９ｃを備えていない場合には、金額表示器２７に選択された電子
マネーブランドである「ブランド２」を表示する。
　このように、複数の電子マネーブランドを利用可能とした場合のカードによる商品販売
価格の表示については、販売待機中にブランド選択部２９ｂを操作することで容易に対応
可能となるものである。
【００４１】
　その他、各種価格表示処理の変形表示例について以下に説明する。
　まず、カード表示部２９ｃを備えていない場合の変形表示例について説明する。
　図１１のフローチャートに示すように、販売待機状態において、各価格表示器２８ａに
は、現金による商品販売価格「１２０」を表示している（ステップＳ９１）。
　ブランド選択部２９ｂにて、ブランド２の電子マネーを選択すると（ステップＳ９２，
Ｙｅｓ）、選択されたブランド情報を主制御部１に送信し、主制御部１では、選択された
ブランド２に対応する商品販売価格を読み出し、価格表示器２８ａにブランド２の商品販
売価格「１１０」を表示し（ステップＳ９３）、一方、金額表示器２７には、選択された
ブランド名である「ブランド２」を表示する（ステップＳ９４）。
【００４２】
　この後、商品選択ボタン２８が押されると（ステップＳ９５，Ｙｅｓ）、金額表示器２
７に選択された商品のブランド２による商品販売価格とブランド名とを交互に表示する（
ステップＳ９６）。
　このように、この表示例では、金額表示器２７にて選択したブランド並びに商品の商品
販売価格とブランド名とが表示できる。
【００４３】
　また、金額表示器２７に代えて、価格表示器２８ａにブランド２の商品販売価格「１１
０」と選択されたブランド名である「ブランド２」とを交互に表示するようにしてもよい
。
　次に、ブランド別の販売価格とともに、現金による商品販売価格「１２０」に対する割
引額も記憶している場合の表示例について示す。
【００４４】
　まず前提条件として、メモリ１ｂには、例えば、ブランド１は、「１１０」，「－１０
」、ブランド２は、「１１０」，「－１０」、ブランド３は、「１００」，「－２０」と
いうように、販売金額と割引額とを記憶しているものとする。
　図１２のフローチャートに示すように、販売待機状態において、価格表示器２８ａには
、現金の商品販売価格「１２０」を表示し（ステップＳ１０１）、ブランド選択部２９ｂ
にて、ブランド２の電子マネーを選択すると（ステップＳ１０２，Ｙｅｓ）、選択された
ブランド情報が主制御部１に送信され、主制御部１では、選択されたブランド２に対応す
る商品販売価格と割引額とを読み出し、価格表示器２８ａに、ブランド２の商品販売価格
「１１０」と割引額「－１０」とを交互に表示し（ステップＳ１０３）、一方、カード表
示部２９ｃには、選択されたブランド名である「ブランド２」を表示する（ステップＳ１
０４）。
【００４５】
　なお、カード表示部２９ｃが無いに場合には、金額表示器２７に選択されたブランド名
である「ブランド２」を表示するようにしてもよい。
　変形表示例として、価格表示器２８aの画面が大きい場合には、割引額「－１０」に代
えて、「１２０→１１０」と表示するようにしてもよい。
　次に、スクロール表示の変形表示例について説明する。
【００４６】
　図１３のフローチャートに示すように、販売待機状態において、価格表示器２８ａには
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の商品選択ボタン２８を操作すると（ステップＳ１１２）、価格表示器２８ａにメモリ１
ｂに記憶している各ブランド名と当該ブランドの商品販売価格とを順次繰り返して表示す
る（ステップＳ１１３）。
【００４７】
　前記スクロール表示の変形表示例として、価格表示器２８aに各ブランド名と当該ブラ
ンドの商品販売価格と割引額とを順次繰り返して表示する。
　変前記スクロール表示の形表示例として、複数の電子マネーブランドの中で決済できな
い電子マネーブランドが有る場合には、その使用不可のブランド表示を削除して、現在使
用可能な電子マネーブランドのみの商品販売価格を順次繰り返して表示する。
【００４８】
　このように、使用可能な全ブランドの商品販売価格を確認しながら、どの購入手段にて
購入するかを決定することができる。
　前記実施形態は、価格表示器２８ａの商品販売価格の表示例について種々説明したが、
価格表示器を他の表示に利用する例について以下に説明する。
　そこで、この価格表示器２８ａを利用して、コラムと商品選択ボタンとの関係を確認す
る場合について説明する。
【００４９】
　まず、コラムと商品選択ボタンとの関係を設定するには、リモコン１１を用いて、設定
モードとし、リモコン１１にてコラム番号を入力し、対応させたい商品選択ボタン２８を
押すことにより、対応する価格表示器２８ａにコラム番号を表示させ、図示しない設定キ
ーを押すことで、コラムと商品選択ボタン２８との関係を記憶させ、全ての商コラムに対
して、同様の操作を繰り返し行う。
【００５０】
　ここで、確認作業としては、リモコン１１を操作して、所定のキー入力を行うことで、
価格表示器２８ａに一斉にコラム番号の表示を行うため、確認作業がスムーズに行え、商
品補充作業時に表示させることで、同様に表示させることで、商品をどのコラムへ投入す
ればよいのかが直ぐに判明する。
　また、コラム内の商品を連続して搬出する場合には、リモコン１１を操作して、連続搬
出モードとし、所定のキー入力を行うことで、価格表示器２８ａに一斉にコラム番号の表
示を行うため、どの商品選択ボタン２８を押せば、どのコラムの商品が搬出されるが、容
易に確認することが可能となる。
【符号の説明】
【００５１】
　　　　１　　　　　主制御部
　　　　１ａ　　　　メモリ
　　　　１ｂ　　　　メモリ
　　　　１１　　　　リモコン
　　　　２０　　　　自動販売機
　　　　２７　　　　金額表示器
　　　　２８　　　　商品選択ボタン
　　　　２８ａ　　　価格表示器
　　　　２９　　　　リーダライタ部
　　　　２９ａ　　　アンテナ部
　　　　２９ｂ　　　ブランド選択部
　　　　２９ｃ　　　カード表示部
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